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令和 ４年度  鹿児島地方労働審議会 

第 ２ 回 最 低 工 賃 専 門 部 会  議 事 録 

 

開 催 日 時 令和４年 10月 21日（金）14時 52分～16時 28分 

開 催 場 所 鹿児島合同庁舎 第２会議室 

出 

席 

者 

公益代表委員   （３名） 采女博文 馬場美紀子 三輪全子 （敬称略） 

家内労働者代表委員（２名） 白石裕治 三浦辰男 （敬称略） 

委託者代表委員  （３名） 田辺勝弘 中田博基 濵上剛一郎 （敬称略） 

事務局      （３名） 中村労働基準部長 勝田賃金室長 松下賃金室長補佐 

議 

題 

１ 鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃

の改正について 

２ その他 

配

付

資

料 

１ 第２回専門部会資料（第１回専門部会での決定事項） 

【専門部会進行時の配付資料】 

１ 鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃

の改正決定について（部会報告） 

２ 鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃

の改正決定について（答申） 

 

○ 三輪部会長 

定刻より早いですが、今日の出席者の方が揃いましたとのことでございますので、ただ

今から、第２回最低工賃専門部会を開催させていただきたいと思います。 

議事に入る前に、本専門部会の成立につきまして、事務局より報告をお願いいたします。 

 

○ 勝田賃金室長 

  本専門部会の成立についてご報告させていただきます。 

本日は、公益委員３名、家内労働者代表委員２名、委託者代表委員３名の合計８名の委

員にご出席いただいておりますので、定足数を満たしており、本専門部会は有効に成立し

ておりますことをご報告いたします。 

 

○ 三輪部会長 

ありがとうございました。それでは、会が成立しておりますので、これより審議に入ら

させていただきます。その前に、事務局から本日の資料についてご説明をお願いいたしま

す。 

 

○ 勝田賃金室長 

それでは、本日の資料をご説明いたします。 

資料番号１をご覧ください。こちらは、９月 21日に開催しました第１回専門部会におい
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て決定された項目につきまして、朱書き及び削除しております。 

１点目が、産業分類についてです。情報通信機械器具、電子部品・デバイスを削除してお

ります。 

２点目は、品目のピンサシと製品並べを削除しております。 

３点目は、品目名の適正化ということで、品目をワイヤーハーネス、工程をカプラー差

し（電線の端末に取り付けられている端子をカプラーに差し込む作業）、規格を、50センチ

メートルを超え 2メートル以下の電線について行うものとしております。 

なお、規格については、第１回専門部会では、50 センチメートルを超え 2 メートル以下

としておりましたが、何の長さかわからないので、下線を引いた箇所の電線について行う

ものを追加しましたので、改めてご審議をお願いいたします。 

また、１適用する家内労働者の部分ですが、鹿児島県の区域内で電気機械器具製造業に

係る製造の業務に従事する家内労働者となっており、こちらも下線を引いた箇所の、「製造

の」については必要ないと考えられますので、削除してよろしいかご審議をお願いいたし

ます。 

以上です。 

 

○ 三輪部会長 

ありがとうございました。ただ今の説明につきまして、第１回専門部会で決定された事

項と今回新たに説明されました２点、そのうち、前後しますが、１、適用する家内労働者、

ここの鹿児島県の区域内で電気機械器具、削除がありまして、製造業に係る製造の業務に

従事する家内労働者の「製造の」を削除してよろしいかということ。２点目は、３番の表の

ところの規格のワイヤーハーネスの 50 センチメートルを超え 2 メートル以下に、「の電線

について行うもの」を追加しましたというこの２点を先にご説明をさせていただきました。

この２点につきまして、何かご質問、ご意見等はございませんか。 

 

○ 三輪部会長 

  委託者側は、大丈夫でしょうか。特に、違和感はないでしょうか。家内労働者側はいか

がでしょうか。ただ今、事務局より説明されましたことにつきましては、説明どおりとさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございました。事務局説明のとおりとさせていただきます。 

それでは、改めて審議に入らせていただきます。本日は、前回の専門部会でお願いしま

したとおり、具体的な金額をご提示いただき、審議を進めていきたいと考えていますが、

よろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。それでは、今回、ピンサシ、製品並べは削除しましたので、この

ワイヤーハーネスの品目につきましての金額、こちらの具体的な金額のご提示をお願いい

たします。家内労働者側、委託者側、どちらからでもよろしいですので、具体的な金額の

ご提示をお願いできないでしょうか。 

それでは、委託者側の田辺委員お願いいたします。 

 

○ 田辺委員 

  我々は、ワイヤーハーネスの業務をやっておりますが、今の段階で見ていきますと、我々

が、委託加工先にお仕事を出して、それを家内労働者に出しているというところで、我々

が出したものに対して、委託加工先が内職に運んで、またそれを取りに行ってというのが、

わりと経費がかかるところで、おおよそ計算をすると 45銭から 46銭で、50銭までいくと

ギリギリになってしまう。いっても 50 銭未満、49 銭までここら辺が限度ではないかとい

うことで、私は考えさせていただきました。 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。ただ今、委託者側の田辺委員から 45 から 46 銭というご提示が

ありましたが、これに関しまして何かご質問、それからご意見等ございませんでしょうか。 

 

○ 三浦委員 

  前回の第１回の専門部会において、委員限りということで資料を出していただきました。

平成 16年から変わっていないということで、非常に長い期間止まっておりますので、おっ

しゃったように、そもそもの金額で多分受け入れないというのは、この間お聞きしました

ので、最近の地賃の上がり方等々考えると 50を超える金額をこちらとしては、お願いした

いと思っておりました。今の話にもありましたとおり、その辺の厳しいところもあるのか

とわかっているところであります。こちらとしても、今回変えなかったら、あるいは、あ

まり変わらなかったらしばらく上がらないということや審議会自体がどうなるかというこ

とがありますので、それなりの金額は、提示しないといけないと思っております。今日は、

日高委員が欠席になっていまして、委託者側の皆さんの感触であったりとか、そういうと

ころを見ながらというところで、こちらも考えていこうかという話もしておりましたので、

具体的なところは、少しは白石委員ともご相談をさせていただいてから、提示をしていき

たいと思います。 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。ただ今、家内労働者側の三浦委員よりご説明いただきましたが、

これは日高委員がご欠席ということですが、家内労働者側とすれば、今日決めるというよ
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りも、一旦持ち帰ってというような意味合いでしょうか。そこは、今日いるメンバーで決

定させていただいても大丈夫でしょうか。 

 

○ 三浦委員 

  前回、濵上委員からゼロでもありなのかという話もありましたので、委託者側の委員が

どれくらいの、これくらいなら払えるのかというような指標が全く見えなかったものです

から、金額を提示くださいということだったですが、先に行っていただきましたので、少

しこちらもそれを聞きながら、提示をするのかしないのかというのを、考えさせていただ

けないなとかという意味で、話をしたところです。 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。これに関しましては、一旦席を離れて、協議に入ったほうがい

いでしょうか。 

  それでは、今、委託者側からは 45から 46銭、頑張っても 49銭とのことで、家内労働者

側からは前回の専門部会のやり取りを引き継いで、委託者側から 42銭のままというような

ところがあれば、云々ということも出ました。平場での協議では、今すぐに結論を出すの

は難しいと判断させていただきましたので、個別協議に移らさせていただきたいと思いま

す。最初に、公益委員で協議させていただきます。皆様には、大変恐縮ですが、控室で待機

していただいて、今後の審議を進めさせていただきたいと思います。 

 

（個別協議） 

 

○ 三輪部会長 

  それでは、審議を再開させていただきます。皆様には、個別協議を何度もさせていただ

き、ありがとうございました。 

今まで、個別協議を続けさせていただいた結果、ある程度一致点を見出すことができま

したので、発表させていただきます。ワイヤーハーネスにつきましては、現行工賃額 42銭、

平成 16年から変更されていないことと大幅な１割、２割を超える引き上げ率はというよう

な意見等もいただきましたが、現行工賃額 42 銭を 50 銭に改正することで、ご異議はござ

いませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。 

  それでは、ただ今の金額を当専門部会の結論とすることに決定させていただきました。 

  次に、効力発生の日につきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。 
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○ 松下賃金室長補佐 

  ご説明いたします。 

  効力発生の日は、家内労働法第 12 条第２項に基づき、公示の日から起算してから 30 日

を経過した日から効力を生ずるとなっております。 

  また、効力発生日を公示の日から 30日経過後の一定の日に指定する場合は、その日を記

入することとなっております。いわゆる、指定日発効となります。 

  第１回専門部会の際にもご説明しましたが、この後、鹿児島地方労働審議会より答申を

いただけたら、答申要旨の公示を行い、この間に異議を申し出ることができます。現在の

ところ、公示期間は、今日から 11月７日までを予定しております。 

  異議の申出の有無にもよりますが、その後、改正決定に係る事務処理を行い、官報公示

された時点で、効力発生の日が確定することとなります。 

  現時点では、官報公示の日がいつになるか不明でありますので、法定どおりとしていた

だきたいと考えています。 

  効力発生の日が決まりましたら、改めてご連絡させていただきます。以上です。 

 

○ 三輪部会長 

  ただ今の説明のとおり効力発生の日につきましては、法定どおりということでよろしい

でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三輪部会長 

ありがとうございます。それでは、効力発生の日は法定どおりとさせていただきます。 

以上をもちまして、最低工賃の改正決定に係る審議を終了させていただきます。 

本日の結論に関しましては、第１回専門部会の資料番号５の鹿児島地方労働審議会最低

工賃専門部会運営規程第３条により鹿児島地方労働審議会会長に報告することとなります

ので、事務局の方で、専門部会の報告書を作成していただきます。 

また、第１回専門部会の資料番号４の鹿児島地方労働審議会運営規程第 10 条によると、

部会長が委員である最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該

議決をもって審議会の議決とするとなっておりますので、当専門部会の結論が鹿児島地方

労働審議会議決となります。 

従いまして、事務局の方では、答申文の作成もお願いいたします。 

それでは、報告書等を作成する間、10分程度休憩をとりたいと思います。 

 

○ 三輪部会長 

  それでは、再開させていただきます。最初に、報告書を読み上げさせていただきます。 

  令和４年 10 月 21 日。鹿児島地方労働審議会会長、采女博文殿。鹿児島地方労働審議会

最低工賃専門部会部会長、三輪全子。鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部
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品・デバイス製造業最低工賃の改正決定について。本専門部会は、令和４年９月 21日、第

１回専門部会を開催し、以来２回にわたり審議を重ねた結果、別紙のとおり結論に達した

ので報告する。なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は次のとおりである。記。公

益代表委員、采女博文、馬場美紀子、三輪全子。家内労働者代表委員、白石裕治、日高実

禎、三浦辰男。委託者代表委員、田辺勝弘、中田博基、濵上剛一郎。別紙。鹿児島県電気機

械器具製造業最低工賃。１適用する家内労働者、鹿児島県の区域内で電気機械器具製造業

に係る業務に従事する家内労働者。２適用する委託者、前号の家内労働者に前号の業務を

委託する委託者。３第１号の家内労働者に係る最低工賃額、次の表の品目欄、工程欄及び

規格欄の区分に応じ、１本につき、金額欄に掲げる金額。品目、ワイヤーハーネス。工程、

カプラー差し（電線の端末に取り付けられている端子をカプラーに差し込む作業）。規格、

50センチメートルを超え２メートル以下の電線について行うもの。金額、50銭。４効力発

生日、法定どおり。 

  続きまして、私から答申文も読み上げさせていただきます。 

  鹿地労審発第１号、令和４年 10 月 21 日。鹿児島労働局長、中所照仁殿。鹿児島地方労

働審議会会長、采女博文。鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス

製造業最低工賃の改正決定について（答申）。本審議会は、令和４年３月 10 日付け鹿労発

基 0310 第１号をもって諮問のあった標記について、９月 21 日専門部会を設け以来２回に

わたり慎重に審議を重ねたところ別紙のとおり結論に達したので答申する。なお、本件の

審議に当たった専門部会委員の氏名は次のとおりである。以下については、先ほどの報告

と同じですので、省略させていただきます。 

 

（三輪部会長より中村労働基準部長へ答申文を手交） 

 

○ 中村労働基準部長 

  本日は、鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工

賃の改正決定に係る答申をいただきまして、一言御礼申し上げます。 

鹿児島県の最低工賃につきましては、本年２月 15日に開催されました家内労働部会の結

論を受けて、３月 10日の令和３年度第２回鹿児島地方労働審議会において、鹿児島労働局

長より改正決定に係る諮問をさせていただいたところでございます。 

これを受けてこの専門部会が設置され、９月 21日から本日まで２回にわたり精力的に審

議を重ねていただき、全会一致による結論を出していただきました。 

最低工賃の改正につきましては、単に金額をいくらにするかという議論だけではなく、

品目や規格等も議論する必要もあります。特に、金額につきましては、地域別最低賃金の

ように目安額等が示されておりませんで、金額をいくらにするのか、また、単位も「銭」と

いう、細かいものとなりますので、改正審議においては、苦慮されたことと存じます。 

また、三輪部会長を始め、委員の皆様が業務ご多忙の中、ご出席いただき、円滑な審議の

進行のためにご尽力いただいたことにつきまして、心から敬意と感謝を申し上げる次第で

ございます。 
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本日、答申をいただきましたので、これから私どもで、改正決定に係る所定の手続きを

進めさせていただきます。 

今後、私どもといたしましては、改正された最低工賃を、関係者の方々に知っていただ

き、これが適正に履行されるよう、周知に努めてまいります。 

最後になりますが、今後とも、労働行政に対するご理解とご協力をお願い申し上げ、ま

た、これまでの皆様のご尽力に重ねて厚く御礼を申し上げまして、簡単ではございますが

挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

○ 三輪部会長 

  事務局から何かございますでしょうか。 

 

○ 勝田賃金室長 

先ほどもご説明いたしましたが、本日の答申内容につきましては、本日中に意見の要旨

を公示し、異議申出を受け付けることとなります。異議申出の締切日は 11月７日月曜日と

なります。 

この日までに、もし異議の申出があった場合には、11 月８日以降なるべく早い時期に鹿

児島地方労働審議会を開催して諮問させていただきます。 

なお、既に 11 月 10 日に令和４年度第１回目の鹿児島地方労働審議会が予定されており

ますので、その際に諮問させていただくこととしております。 

その際、場合によっては、再度専門部会を開催し、審議していただかなければならない

こともありますが、その時は改めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

また、異議申出ではなく、審議会の意見に対する意見・情報の提出がある場合がありま

す。例えば、異議申出の資格がない方からの異議申出がなされた場合などがあります。い

わゆるパブリックコメントと言われるものです。 

これが提出された場合も、審議会を開催し、意見・情報に対する審議会の考え方をとり

まとめていただく必要があります。この場合は、審議会は開催しますが、専門部会の開催

の必要はありません。 

異議申出等があるかどうかは分かりませんが、念のためにお知らせいたします。 

なお、異議申出がなかった場合は、地方労働審議会令第７条第３項の最低工賃専門部会

は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとすると規定されて

おりますので、11月 10日に開催の審議会において審議していただくことを申し添えます。 

 

○ 三輪部会長 

最後に、委員の皆様から何かご意見などございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○ 三浦委員 

  先ほど個別協議の中でも、申し上げましたとおり、長期間審議がなかったということを



8 

 

どうとらえるのかということもありまして、委託者代表委員の方々が、反対でなければ定

期的な審議を開催していただけるように、議事録なり、申し送りなり審議会のほうにつな

いでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○ 三輪部会長 

  事務局お願いいたします。 

 

○ 勝田賃金室長 

  こちらについて、ご説明させていただきます。 

  最低工賃につきましては、３年に１回、現在、令和４年度からの３か年計画がありまし

て、第１回専門部会の資料の 11の 17ページを見ていただくとわかりますが、現在、14次

最低工賃新設・改正計画実施方針があります。今回の改正につきましては、その前の 13次

の計画に基づいて改正されたということになっております。こちらについても３年に１回、

最低工賃の改正が必要かどうかを議論していただくということになっておりますので、実

際、鹿児島の場合は、家内労働部会に改正の必要があるかを議論していただいたうえで、

これまでは改正を見送ってきたという経過になっております。次回、６年度に家内労働部

会を開催しますので、その際に改正の必要があるという意見をいただければ、改正の諮問

をさせていただきたいと思いますので、その際に議論していただければと考えっておりま

す。以上です。 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。ほかに何か、皆様からご意見等ございませんでしょうか。 

  特になければ、本日の議事録と会議資料の公開についてでございます。鹿児島地方労働

審議会運営規定第６条第２項の但し書きに該当するものはなく、公開により支障が生ずる

おそれはないと思いますので、皆さん如何でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三輪部会長 

  ありがとうございます。それでは、本日の議事録と会議資料は、公開させていただきま

す。 

  また、後日、事務局より議事録を電子メールにて送付させていただきますので、議事内

容の確認をお願いいたします。 

不慣れなため長い時間かかってしまいまして、申し訳ございませんでした。また、個人

的には、すごく勉強になりました。また、家内労働者側からもいただいたように、やっぱり

３年ごと、既に令和６年が次待っているということで、審議会でしっかりと審議して、つ

なげていけるようにと思っていますし、委託者側も現状の現場の意見を伝えていただいて、

協議できるようにと思っております。本当に、不慣れなことで、皆様にご迷惑をおかけし
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ましたが、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。 

本日の専門部会は、これで閉会させていただきます。ありがとうございました。 


